
『平成 23年度東京都「地域の底力再生事業助成」対象事業』 

 

 成瀬が丘自治会 防犯提灯プロジェクト中間報告 2011 年 10 月 1 日 

 

-― 昨年度に引き続き「防犯・防災提灯」増設を自治会事業として進めています。-― 

今年度は東京都からの助成金受給を前提に、３１灯の増設を計画しています。 

１０月に今年度設置宅の選定作業を行いますので、皆様のご協力をお願い致します。 

（詳細は防犯Ｐ隊と区長から） 

● 今年度の日程と経過 

6 月  「防犯提灯
ちょうちん

プロジェクト」発足、計画立案・事業概要検討 

    「計画推進チーム」「設置協力者選定チーム」「設置チーム」編成 

7 月  役員会の実施承認を得てプロジェクト活動開始（自治会広報で公表） 

8 月  東京都の「地域の底力再生事業助成」に応募・補助金申請 申請を受理される 

9 月  実設置に向け、詳細日程と手順の検討を行う 

10 月  設置宅選定（防犯パトロール隊を中心に、各区で設置宅の選定と調整を行う）  

11 月  提灯支柱・屋根等作成 各区・班毎に設置宅の同意を得て設置開始  

12 月  年末までに３１灯設置完了 年末防犯パトロール時に成果の確認を行う 

 

● 現在の提灯設置数 

昨年度３０灯増設の結果、現在の

全域設置数は９９灯になっています。

これを今年度更なる３１灯の増設を

行い、合計１３０灯にする計画です。 

各区の増設数は１０月に決定します。 

 

 

 

 

● 自治会からの補助・支援 

・ 設置に際しては、屋根,支柱,コード,自動点滅器等提灯一式を支給します。 

・ 防犯提灯設置宅に電気代補助として、年間 1,000 円を支給します。 

・ 電球が切れた場合は、省エネタイプの電球蛍光管(13W)を支給します。 

・ 防犯提灯の管理でお困りの場合は、自治会で協力・支援します。 

 

 

 

 

 

 既設数 昨年設置 合計 

1 丁目 1 区 １６ ８ ２４ 

2 丁目 1 区 １５ ２ １７ 

2 丁目 2 区 １０ ４ １４ 

3 丁目 1 区 １０ ３ １３ 

3 丁目 2 区 ９ ３ １２ 

3 丁目 3 区 ９ １０ １９ 

合 計 ６９ ３０ ９９ 

※左表の数量は自治会館とふれあい会館の 

 提灯も含めたものです。各区により数量 

 にバラツキがありますが、各区の会員数 

にはおよそ比例しています。 

《防犯提灯》設置のガイドライン 

・夜間暗く防犯上必要と思われる場所、どこの路地にもどこかに提灯が見えるよう設置する。 

・出来るだけ遠くから広範囲に見えるように、提灯は路地の角や道路沿いに設置する。 

・設置宅は、屋外コンセントがあること、提灯の日常管理ができることを前提に選定する。 

 


